
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

担

当

課

（

室

）

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

の

正

誤

環

境

管

理

課

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

県

営

土

地

改

良

事

業

分

担

金

等

徴

収

条

耕

地

課

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

辞

退

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

警

察

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

警

務

課

則 岡

山

県

公

報

令和４年１０月２１日 第１２４４１号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
一
号

岡
山
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
令
和
四
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
特
例
）

７

令
和
四
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
補
助
金
、
令
和
四
年
度
か

ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
十
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
国
の
補
助
金
及
び
令
和
四
年
度
か
ら
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
歳
出
予
算
に
係
る
国

の
補
助
金
で
令
和
十
三
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
施
行
す
る
た
め

池
整
備
事
業
の
う
ち
た
め
池
整
備
工
事
等
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る

）
に
つ
い
て
の
別

。

表
第
一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
た
め
池
整
備
事
業
の
項
中
「
百
分
の
四
十
。
た
だ
し
、

中
山
間
地
域
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
の
十
五
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
大
規
模
事
業

に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三
十
二
。
た
だ
し
、
中
山
間

地
域
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
の
十
一
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
大
規
模
事
業
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
の
十
六
」
と
す
る
。

別
表
第
一
一
般
農
道
整
備
事
業
の
項
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
十
五
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
県
営
土
地
改
良
事
業

分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
四
年
度
分
の
分
担
金
か
ら
適
用
す
る
。

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

医
療
法
人
社
団
國
司
会 

國
司
内
科
医
院 

 
 

 
 

 
 

 

井
原
市
西
江
原
町
一
七
九
七
―
一 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日 

ウ
エ
ル
ネ
ス
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
田
町
三
五
―
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
二
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

一
五
〇
・
〇

七
三
地
先
か
ら

新

一
三
・
二
～

二
七
・
〇

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

地
先
ま
で

二
四
〇

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

旧

一
五
〇
・
〇

七
三
地
先
か
ら

七
・
二
～

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番

二
五
・
八

地
先
ま
で

二
四
〇

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

四
八
二
号

令
和
四
年
十

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番
七
三

道

か
ら

月
二
十
一
日

地
先

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
字
平
作
原
一
八
七
五
番
二
四

地
先
ま
で

〇

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

地
区
名 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

赤
磐
地
区 
津
崎
工
区 

 

二 

縦
覧
に
供
す
る
書
類 

 
 

換
地
計
画
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

縦
覧
の
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で 

四 

縦
覧
の
場
所 

 
 

赤
磐
市
役
所 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

井
原
市
高
屋
町
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
十
月
十
七
日
か
ら
同

年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
栃
原

か
ら
大
垪
和
西
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

終

了

年

月

日 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
行
信

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
岩
田
字
廻
り
山
五
五
―
三
、
五
六
―
五
、
五
六
―
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
茶
屋
町
五
三
四
―
三
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
三
宅
二
〇
五 

松
尾
奈
央
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
七
月
十
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
四
号 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
一
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
宮
後
九
三
―
一
〇
、
七
六
―
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
上
富
井
五
七
二
―
五
ベ
イ
パ
ー
ト
レ
イ
ル
一
〇
二
号
室 

竹
内 

 

聡 

竹
内 

晴
菜 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
九
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
三
号 

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔
五
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
宮
後
八
九
―
一
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
安
江
二
〇
七
―
一
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
ガ
ー
デ
ン
一
〇
三
号
室 

菅
野 

翔
太 

菅
野 

 

悠 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
九
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
四
号 
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
十
五
号
中
「
警
衛
警
備
対
策
室
」
の
下
に
「
、
Ｇ
７
倉
敷
労
働
雇
用
大
臣
会
合
警
備

対
策
室
」
を
加
え
る
。

「

」

「

」

、

、

第
四
十
条
第
三
項
中

前
項
第
十
号

を

第
一
項
第
十
号

に
改
め

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

Ｇ
７
倉
敷
労
働
雇
用
大
臣
会
合
警
備
対
策
室
に
お
い
て
は
、
第
一
項
第
七
号
（
警
護
に
関
す
る
も

の
に
限
る

）
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年１０月２１日　岡山県公報　第１２４４１号



〔

〕

（

）

七

令
和
四
年
九
月
三
十
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
五
号

特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁

誤

正

――
―

二

（
（

Ｌ

Ｌ

／

／

㎎

㎎

）
）

素

素

う

う

ほ

ほ 0.01
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